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「日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱いについて」の
一部改正について

日常生活支援住居施設の認定等については、令和２年４月３日付け社援保発 0403
第１号当職通知「日常生活支援住居施設の認定及び日常生活支援委託事務費の取扱
いについて」(以下、本通知という。)により、通知したところである。今般、令和
２年 10 月１日から本格的に日常生活支援の委託が開始されるに先立ち、本通知の解
釈を明確化するため所要の改正を行った。このことにつき、令和２年７月１日から
適用することとしたので、通知する。
また、実施機関及び事業者等関係者に対しての周知について協力をお願いする。


